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NO. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷のないこと

2 さび、腐食 ○ 目視 著しいさび、腐食のないこと

3 塗膜の剥離 ○ ○ 目視 著しい塗膜の剥離のないこと

4 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 摩耗、損傷、変形 ○ ○ 目視 ｲﾝｼﾞｹｰﾀ 摩耗、損傷、変形のないこと

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れのないこと オイル塗布

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れのないこと オイル塗布

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れのないこと ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動すること

1 ゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ ゆるみ、脱落のないこと

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷のないこと

2 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れのないこと

3 さび、腐食 ○ ○ 目視 さび、腐食のないこと オイル塗布

4 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動すること
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NO. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

操作機構

1 ｽﾑｰｽに作動するか ○ ○ 聴音・目視
異常な音、がたつきの無いこと
異常のある場合、原因を調査し修復
した後使用すること

1 アンロック状態 ○ ○ 目視
アンロックが確保されていること
異常がある場合、修復した後使用す
ること

2 回転角のがたつき ○ ○ 目視

カラー部からコーンがはみ出さないこ
と
異常がある場合、範囲内に収まるよ
う修復すること

3 損傷の有無 ○ ○ 目視

亀裂、著しい当り傷、変形の無いこと
傷は滑らかに除去し、その深さが元
の寸法の10%を超えるものは廃却
亀裂、変形のある物は廃却

ﾎﾞﾙﾄ
1 脱落・緩みの有無 ○ ○ 目視・打診

脱落・緩んだまま使用してはならない
異常のある場合、締め直すこと

1 異常変形・ネジレの有無 ○ ○ 目視

著しく変形、ネジレた物は使用しては
ならない
異常がある場合、修正してから使用
すること

2
亀裂の有無
重要箇所-支柱上下端部溶接
部

○ ○ 目視

亀裂のあるものは使用してはならな
い
異常のある場合、完全に除去後修復
して使用すること

3 腐食の有無 ○ ○ 目視
腐食限度は元の板厚の10%
これを超える場合は廃却

1 ｽﾑｰｽに回転するか ○ ○ 目視
異常のある場合、修復してから使用
すること

2 異常変形の有無 ○ ○ 目視 伸縮に支障がある場合は交換
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2.16 安全装置

NO. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ベアリング ○ ○ 聴音・目視
異音、破損がないこと
破損等があれば交換

2 塗装 ○ ○ 目視
塗装の傷、錆等がないこと
傷等があれば補修のこと
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